
ぐんぎんカードローン「すまいるパートナー」カードローン取引規定　新旧対比表

第5条

③ 変更後の新利率は、基準日以降最初に到 ③ 変更後の新利率は、基準日以降最初に到

来する約定返済日から適用されるものと 来する約定返済日（各月10日とします。

します。 以下同じ）から適用されるものとします。

第7条 第7条

① 借主は、毎月10日(銀行の休日の場合は翌 ① 借主は、約定返済日(銀行の休日の場合は

営業日)にローン申込書兼契約書記載のと 翌営業日)当日の当座貸越残高に応じて次

おり返済するものとします。ただし、当座 の約定返済額を返済するものとします。

貸越残高がローン申込書兼契約書記載の約 ただし、当座貸越残高が約定返済額に満

定返済額に満たないときは、当座貸越残高 たないときは、当座貸越残高の全額を返

の全額を返済するものとします。 済するものとします。

改定前 改定後(変更箇所は赤字部分)

当座貸越残高 約定返済額

10万円以下 2,000円

10万円超20万円以下 4,000円

20万円超30万円以下 6,000円

30万円超40万円以下 8,000円

40万円超100万円未満 10,000円

100万円以上150万円未満 15,000円

150万円以上200万円未満 20,000円

500万円以上 50,000円

200万円以上300万円未満 25,000円

300万円以上400万円未満 30,000円

400万円以上500万円未満 40,000円


